
 

 

 

 

 

 

■「港湾法の一部を改正する法律案」の閣議決定について 

（１）クルーズ船による訪日外国人旅行者の更なる増加に向けて、官民の連携により、クルーズ船の寄港拠点

となる港湾の受入環境の整備を加速する。 

（２）非常災害時に海上からの支援を円滑に進めるため、国による港湾施設の利用調整等を実施できるように

する。 以上の２点を目的に「港湾法の一部を改正する法律案」が閣議決定されましたのでご紹介します。 
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図-1 嵩上げ＋遊水部付消波工案断面図 

図-2 消波工天端拡幅案（採用案） 
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□越波阻止を目的とした護岸改良断面の検討について 

～背後地の用途変更に伴う護岸改良検討事例～ 

1.概  要 

漁港の既設護岸において、護岸背後への越波を阻止する目的で実施した護岸改良設計をご紹介します。 

対象となった既設護岸は、台風等の悪天候時には、護岸天端に対しさらに５ｍ程度の越波が度々生じている状況

にありました。今後、護岸背後地において、市場・倉庫等施設が整備される計画箇所となっていたことから、関係機関

からは越波阻止が強く要望されていました。 

対策の検討に際しては、平成 27 年度に仕様規定から性能規定への移行し、新たな技術的見地を反映させて合理

性の高い設計を行うことを目的に見直された「漁港・漁場の施設の設計体系」に基づき実施しました。  

2.施設検討時の問題点 

護岸改良による対策工を比較検討した結果、以下が問題点として明確となりました。 

（1）既設護岸天端を嵩上げして越波を阻止させる対

策工を施した場合、必要嵩上げ高は＋5.0ｍとな

るが地震時の端支圧が許容値を満足しない結果

となり、単純な嵩上げによる改良は難しい。 

（2）地震時での端支圧を満足する+3.0ｍ高さまで天

端を嵩上げするとともに、護岸前面に遊水部付消

波工を設置した場合、護岸としての安定性の問題

は解消されるが、許容越波流量が満足しない結果 

となる。 

（3）見直された漁港新基準の方式により算定した波高を用いて照査を行った結果、波高割増しの影響が大きくなり、

現状ケーソンの配筋が許容応力度を満足しない状態となることから、照査方法・方針の見直しを含めた対策が必

要となる。 

3.問題に対する技術的提案と成果 

（1）消波工天端の拡幅断面の適用 

海岸事業の手引きに準じて消波ブロックの天端幅拡幅を行

った場合、越波流量（所要天端高）を低減させることができる結

果が得られました。また、消波工を標準の２個から３個並びとす

ることで嵩上げ高を＋2.8ｍにまで低減でき、安定性・許容越波

流量ともに満足できる断面となる結果が得られました。 

（2）許容応力による照査から降伏応力による照査の実施 

漁港新基準によるケーソン配筋照査について、発注者との

協議により、降伏応力による評価を実施する方針となりました。 

降伏応力値での照査においては応力度を満足し既設ケーソン改良等の検討は不要となったことから、各問題点

を解消することが可能となる消波工天端拡幅案を採用案としました。 

4.現時点での業務の技術的評価と今後の課題 

漁港基準が改訂され、漁港漁場の各施設整備に対して要求性能と性能規定が明確に規定されたことから、今後の

既設施設での照査検討では同様な事項が問題になるものと考えます。今後実施する漁港耐波設計等においても、本

業務での経験を基に、的確な提案・設計ができるよう取り組んでいく所存です。 
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